
雇用保険の電子申請導入をお考えの
事業所等の皆様へ

～雇用保険電子申請アドバイザーのご案内～

広島労働局職業安定部職業安定課・ハローワーク・電子申請事務センター

雇用保険関係の手続きは、ハローワークの窓口に書類を提出する方法に
加えて、インターネットによる電子申請で行うことが可能です。

広島労働局の雇用保険電子申請ア
ドバイザーが皆さまの電子申請の

手続きのご相談に応じます。

「雇用保険電子申請アドバイザー」をご利用ください。

広島労働局では、社会保険労務士の資格があり、電子申請手続きの経験が
ある専門の雇用保険電子申請アドバイザーを委嘱しています。

電子申請の具体的な手続きについて、訪問による説明・相談等も行います。
まずは、管轄のハローワーク雇用保険適用担当へご相談ください。

※ 事業所訪問については予約制となります。
また、スケジュールにより早急に実施できない場合があります。

※   雇用保険電子申請アドバイザーは、事業所等にてパソコン操作を行いません。
※   事業所等で電子証明書のご準備をいただいた後、訪問させていただくと、より具体的

なアドバイスが可能です。

インターネットを用いて雇用保険の各種手続きを行うことであり、総務省が運営する
政府のポータルサイト（ｅ－Ｇｏｖ）を通じて手続きを行うことになります。

雇用保険の電子申請とは

＊24時間、365日いつでも申請が可能です。
＊時間やコストの削減になります。
＊個人情報の持ち運びが不要になります。

電子申請のメリット
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【ご案内】
かねてより雇用保険電子申請アドバイザーの訪問による説明・相談等について、ご案内させて

いただいていたところですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から「緊急事
態宣言」発令期間中におきましては、各事業所等への訪問(予約)を中止させていただきます。
ご不便をお掛けしまして申し訳ありませんが、ご理解とご協力をお願いいたします。

※雇用保険電子申請につきましては、電子政府の総合窓口 e-Govのホームページ
ホーム>e-Govヘルプ>e-Gov電子申請システムご利用ガイド 等をご参照ください。


